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Ⅰ 導入目的  

 現在のフローサイトメーターは稼働年数が 20 年を超えており、レーザー出力の不安定や送液チ

ューブの劣化等、経年劣化が著しい。また、現有機器のメーカーサポートは既に終了しており、故

障が生じた場合修理できないというのが現状である。サンプルを準備して測定するタイミングで

機械の異常が判明すると、機械の修復まで待つか、最悪の場合そのサンプルは破棄しなくてはな

らない事態になり、時間と労力の著しい浪費により研究等業務に支障をきたす。また、現在の機種

はレーザーが 1 種しか搭載されておらず、近年多様化されてきている蛍光色素に対応できずに、

解析に使用できる蛍光色素が限定され、ひいては使用できる抗体の選択肢が限られる。このこと

は、適応する抗体の種類が少ない産業動物を扱う本学の研究者にとっては不利である。さらに、

セルソート機能が付いているフローサイトメーターは学内に 1 台あるが、これも更新予定機器と

同様に機種としては古く装置は安定性を欠き、解析できないことがある。 

セルソーターは、効率よく高純度な目的の細胞集団を得られることから、各研究分野において

強力なツールである。特に産業動物においては、フローサイトメーターを使用した特定の細胞集

団の割合を調査した報告はあるが、その集団をセルソーターにより回収して詳細に調査したもの

は少なく、細胞を分取して追加の解析をすることで分取した細胞の詳細なデータを得られること

や、細胞の機能の違いについて言及することで同分野の研究においてアドバンテージを得られる

ことは大きなメリットである。さらに、現行の機種は、細菌レベルの顆粒にも対応しているため、

食品衛生等の分野における研究にも有効に活用できるものと考えられる。また、近年盛んになっ

てきている動物における再生医療を行うための細胞採取にも応用することができる。このように、

共通機器室の設備として、様々な研究領域で利用できることが期待できるため、学内に安定して稼

働する新たなセルソーターを保有することの意義は大きい。 

 

Ⅱ 調達物品名及び構成内訳  

セルソーター 一式 

 （構成内訳） 

 １．セルソーター     １台 

 ２．解析用パソコン    １台 

３．コンプレッサ     １台 

 

Ⅲ 納入期限  

令和２年１月２７日  

 

Ⅳ 納入場所  

帯広畜産大学Ⅰ号館共通機器室 

 

Ⅴ 技術的要件の概要  



本調達に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」

という。）は以下に示すとおりである。  

(1) 技術的要件は、全て必須の要求要件である。  

(2) 必須の要求要件は本学が必要とする最低条件を示しており、入札機器の性能等がこれを満た

していないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。  

(3) 入札機器の性能等が、技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学におけるセルソータ

ー一式の調達に係る技術審査職員（以下「本学技術審査職員」という。）が、入札機器に係る技

術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。  

 

Ⅵ その他  

(1) 入札機器に関しては、入札時点で原則として製品化されていること。ただし、入札時点で製

品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計

画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明出来る資料及び確約書等を提出すること。  

(2) 提案に関しては、提案機器等が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいは、どの

ように実現するかを要求要件ごとに具体的にわかりやすく、資料等を添付して説明すること。 し

たがって、審査するに当たって提案の根拠が不明確、又は、説明が不十分で技術審査に重大な支

障があると本学技術審査職員が判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。  

(3) 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがある。  

(4) 提出資料等に関する照会先を明記すること。  

 

Ⅶ 調達物品に備えるべき技術的要求要件  

 

（性能・機能に関する要件）  

①  光軸調整・液滴調整・サイドストリーム調整・ディレイタイム決定はすべて専任オペレータ

ーが不要な自動調整機能を有すること。 

②  フローセル部分はコンタミネーションフリーな方式を採用していること。   

③  フローセルのノズルサイズは複数から選択できること。   

④  レーザー照射方式は、同軸光学系であり、レーザー光源は 488±5nm、638±5nm を含む 2本

以上を搭載していること。 

⑤ レーザー光源は 405±5nm、561±5nmを含む２本以上を後から増設可能であること。 

⑥  信号解像度は、20bit、40億チャンネル以上を有していること。 

⑦  蛍光検出器は４個以上搭載できること。 

⑧ サンプルチューブは、5.0ml チューブを搭載できること。  

⑨  コレクションチューブは、5.0ml ラウンドチューブ、15mlコニカルチューブ、96ウェルプレ

ートが使用できること。    

⑩  コレクション側は 384ウェルプレートが使用できる、又は使用できるようにアップグレード



できること。 

⑪ システム一式は、横幅 900mm×奥行き 750mm のスペースに使用する状態で設置できる寸法で

あること。なお、高さ 630mm の台の下部にコンプレッサを置くことは可能とする。 

 

(その他の要件) 

 セルソーター本体を動作するのに必要な解析用パソコン、コンプレッサ等周辺機器、初回使用分

の試薬等を含むこと。 

 

Ⅷ その他  

１ 搬入・据付・配線・調整等に要する一切の諸経費は供給者において負担するものとする。  

２  納入時及び納入後の適切な時期に機器の取扱説明を十分に行うほか、 使用者が取扱要領を修

得するまで責任をもって支援するものとし、これに要する経費は供給者の負担とする。  

３  問題が生じた場合又は支援の要請があった場合は、速やかに対応するものとする。  

４  納入後１年以上は無償保証期間とする。  



 

 

 

 

 

 

 

入 札 説 明 書 

[セルソーター 一式] 

 

 

 

 

 

 

 

（令和元年７月） 
国立大学法人帯広畜産大学 
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国立大学法人帯広畜産大学の特定調達契約に係る入札公告（令和元年８月１３日付け）に

基づく入札等については，政府調達に関する協定（平成７年条約第23号），国立大学法人帯

広畜産大学会計規則(平成１６年４月８日規則第２号)，国立大学法人帯広畜産大学政府調達

に関する事務取扱規程(平成１６年４月８日規程第９１号)，国立大学法人帯広畜産大学契約

事務取扱規程(平成１６年４月８日規程第９０号)，「物品に係る政府調達手続について(運

用方針)(平成６年３月２８日アクション・プログラム実行推進委員会決定)」及び入札公告

に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当役等 

(1) 契約担当役 

国立大学法人帯広畜産大学事務局長 山岸 仁 

(2) 所属部局名  国立大学法人帯広畜産大学 

◎調達機関番号 ４１５ 

(3) 所在地  〒０８０－８５５５ 北海道帯広市稲田町西２線１１番地 

◎所在地番号 ０１ 

 

２ 調達内容 

(1) 品目分類番号 ２４ 

(2) 購入等件名及び数量 

セルソーター 一式（内訳は別冊仕様書のとおり） 

(3) 調達件名の特質等 

購入物品の性能等に関し，契約担当役が入札説明書で指定する性能等を有すること。

（詳細は，別冊仕様書による。） 

(4) 納入期限 

令和２年１月２７日 

(5) 納入場所 

国立大学法人帯広畜産大学 

(6) 入札方法 

落札者の決定は，最低価格落札方式をもって行うので， 

① 競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）は，物品代金の前金

払の有無，前金払の割合又は金額，部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別

冊契約書（案）及び国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第２条に定める物品

供給契約基準（以下「契約基準」という。）に基づき十分考慮して入札金額を見積る

ものとする。 

また，購入物品の本体価格のほか，輸送費，保険料，関税等納入に要する一切の諸

経費を含め入札金額を見積もるものとする。 

② 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切

り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので，競争加入者等は消費税及び地 

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額
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の１０８分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 

(7) 入札保証金及び契約保証金  免除 

 

３ 競争参加資格 

(1) 国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第４条及び第５条に規定される次の事項

に該当する者は，競争に参加する資格を有さない。 

① 未成年者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。)，成年被後見人，被保佐

人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者 

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を

得ている場合は，これに当たらない。 

② 以下の各号のいずれかに該当し，かつ，その事実があった後２年を経過していない

者（これを代理人，支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。） 

(ｱ) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造その他を粗雑にし，又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(ｲ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者 

(ｳ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(ｵ) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者 

(ｶ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の履行

に当たり，代理人，支配人その他の使用人として使用した者 

(2) 本学が認定した競争参加資格及び「文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)におい

て令和元年度に北海道地域の物品の販売（sale of product）」の Ａ，Ｂ又はＣ等級に

格付けされている者であること。 

なお，競争参加資格を有しない競争加入者は，速やかに資格審査申請を行う必要があ

る。競争参加資格に関する問い合わせは，平成３０年１１月２６日付け号外政府調達第

２２２号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。

本学における問い合わせ先は，次のとおり。 

〒０８０－８５５５ 北海道帯広市稲田町西２線１１番地 

国立大学法人帯広畜産大学経理課経理総括係 

ＴＥＬ ０１５５－４９－５２３３（直通） 

(3) 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者か

ら調達する場合にあっては，その許認可等に基づく営業であることを証明した者である

こと。 

(4) 入札公告において日本工業規格を指定した場合にあっては，当該規格の物品を納入で

きることを証明した者であること。 

(5) 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては，

これらの物品を納入できることを証明した者であること。 

(6) 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとし

た場合にあっては，当該体制が整備されていることを証明した者であること。 
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(7) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き，本件調達の仕様の策定に直接関与

していない者であること。 

(8) 本件調達の入札において,｢私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）に違反し，価格又はその他の点に関し

，公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 

(9) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

４ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した物品を納入できることを証明する書類

（以下「納入できることを証明する書類」という。）の提出場所，契約条項を示す場所

及び問い合わせ先 

〒０８０－８５５５ 北海道帯広市稲田町西2線11番地 

国立大学法人帯広畜産大学経理課契約係 松井 真紀 

ＴＥＬ ０１５５－４９－５２４９（直通） 

(2) 入札書の受領期限  令和元年１０月４日  １７時００分 

（郵送する場合には，受領期限までに必着のこと) 

(3) 入札書の提出方法 

① 競争加入者等は，別添の仕様書，図面，契約書（案）及び契約基準を熟覧のうえ入

札しなければならない。この場合において，当該仕様書等に疑義がある場合は，前記

４の(１)に掲げる者に説明を求めることができる。 

② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式２の入札書を作成し，直接に提

出する場合は封書に入れ封印し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合はその名称又は

商号）及び「令和元年１０月１８日開札［セルソーター一式供給契約］の入札書在中

」と朱書しなければならない。 

(ｱ) 供給物品名 

(ｲ) 入札金額 

(ｳ) 競争加入者本人の住所，氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏

名）及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。） 

(ｴ) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は,その名

称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名

及び押印 

③ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14

年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定

する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（書留郵便に準ずるものに

限る。）により提出する場合は二重封筒とし，表封筒に「令和元年１０月１８日開札

［セルソーター一式供給契約］の入札書在中」と朱書し,中封筒の封皮には直接に提

出する場合と同様に氏名等を朱書し，前記４の(１)宛に入札書の受領期限までに送付

しなければならない。 

なお，テレックス，電報，ファクシミリ，電話その他の方法による入札は認めない。 

④ 競争加入者等は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について押印
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をしておかなければならない。 

⑤ 競争加入者等は，その提出した入札書の引換え，変更又は取消しをすることができ

ない。 

(4) 入札の無効 

入札書で次の各号のいずれかに該当するものは，これを無効とする。 

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの 

② 供給物品名及び入札金額の記載のないもの 

③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押

印のない,又は判然としないもの 

④ 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商

号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印の

ない,又は判然としないもの（記載のない,又は判然としない事項が，競争加入者本人

の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であること

の表示である場合には，正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたもの

を除く。） 

⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの 

⑥ 入札金額の記載が不明確なもの 

⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの 

⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったも

の 

⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった

者の提出したもの 

⑩ 国立大学法人帯広畜産大学政府調達に関する事務取扱規程第８条第３項の規定に基

づき入札書を受領した場合で，当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資

格を有すると認められなかったときのもの 

⑪ 独占禁止法に違反し，価格又はその他の点に関し，公正な競争を不法に阻害したと

認められる者の提出したもの（この場合にあっては，当該入札書を提出した者の名前

を公表するものとする。） 

⑫ その他入札に関する条件に違反したもの 

(5) 入札の延期等 

競争加入者等が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合であって，競争入札を公正

に執行することができない状況にあると認められるときは,当該入札を延期し，又はこ

れを廃止することがある。 

(6) 代理人による入札 

① 代理人が入札する場合は，入札時までに別紙様式１の代理委任状を提出しなければ

ならない。 

② 競争加入者等は，本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねるこ

とができない。 
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(7) 開札の日時及び場所 

令和元年１０月１８日 １５時００分 

国立大学法人帯広畜産大学本部棟２階中会議室 

(8) 開札 

① 開札は，競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし，競争加入者等が立ち会わない

場合は，入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

② 開札場には，競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員

」という｡）及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない｡ 

③ 競争加入者等は,開札時刻後においては，開札場に入場することはできない｡ 

④ 競争加入者等は，開札場に入場しようとするときは，入札関係職員の求めに応じ，

身分証明書を提示しなければならない。この場合，代理人が前記４の（６）の①に該

当する代理人以外の者である場合にあっては，代理委任状を提出しなければならない

。 

⑤ 競争加入者等は，契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほ

か，開札場を退場することはできない。 

⑥ 開札場において，次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 

ア 公正な競争の執行を妨げ，又は妨げようとした者 

イ 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために連合をした者 

⑦ 開札をした場合において，競争加入者等の入札のうち，予定価格の制限に達した価

格の入札がないときは，再度の入札を行う。この場合において，競争加入者等のすべ

てが立ち会っている場合にあっては直ちに，その他の場合にあっては別に定める日時

において入札を行う。 

 

５ その他 

(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

(2) 競争加入者等に要求される事項 

① この一般競争に参加を希望する者は，封印した入札書に別封の納入できることを証

明する書類を，前記３の競争参加資格を有することを証明する書類（以下「競争参加

資格の確認のための書類」という。）とともに，前記４の(２)の入札書の受領期限ま

でに提出しなければならない。 

② 競争加入者等は，開札日の前日までの間において，契約担当役から納入できること

を証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書

において求められた条件に関し，説明を求められた場合には，競争加入者等の負担に

おいて完全な説明をしなければならない。 

③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については，すべて

当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 

(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類 

① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙１によ

り作成する。 

② 資料等の作成に要する費用は，競争加入者等の負担とする。 
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③ 契約担当役は，提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明

書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 

④ 一旦受領した書類は返却しない。 

⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 

⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載を

したと判断される場合には，入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査の対象

としない。 

(4) 落札者の決定方法  最低価格落札方式とする。 

① 前記４の(３)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって

，前記３の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満た

し，当該競争加入者等の入札価格が契約事務取扱規程第16条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等

を落札者とする。 

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは，直ちに当該競争加入者等にくじを引か

せ，落札者を決定するものとする。また，競争加入者等のうち出席しない者又はくじ

を引かない者があるときは，入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引

き落札者を決定するものとする。 

③ 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において，

競争加入者等からの同等のものを供給するとの申し出により入札書を受領した場合で

，競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品である

と判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 

④ 契約担当役は，落札者を決定したときは，その日の翌日から７日以内に，落札者を

決定したこと，落札者の氏名及び住所並びに落札金額を，落札者とされなかった競争

加入者等に書面により通知する。 

⑤ 落札者が，指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは，落札の決定を取

り消すものとする。 

(5) 手続における交渉の有無  無 

(6) 契約書の作成 

① 競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方として決定した

日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは，指定の期

日まで）に契約書の取り交わしをするものとする。 

② 契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは，まず,その者

が契約書の案に記名押印し，更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに

記名押印するものとする。 

③ 前記②の場合において，契約担当役が記名押印したときは，当該契約書の１通を契

約の相手方に送付するものとする。 

④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ，本契約は確定し

ないものとする。 

⑤ 提出された入札機器の技術仕様等について，すべて契約書にその内容を記載するも

のとする。 
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(7) 支払条件 

代金の支払いは，納入検査終了後，契約の相手方から提出された適正な請求書を受理

後，４０日以内に支払うものとする。 

(8) 調達件名の検査等 

① 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は，仕様書

等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 

② 納入検査終了後，当該物品を使用している期間中において，落札者が提出した納入

できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には，落札

者に対して損害賠償等を求める場合がある。 
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別紙 １ 

競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類 

 

 ※入札書及び下記の書類を受領期限（令和元年１０月４日（金））までに提出すること。 

 

１ 競争参加資格の確認のための書類 

(1) 令和元年度の参加資格結果通知書の写し（全省庁統一資格）              １部 

(2) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては， 

その許可書の写し                                                       １部 

(3) 入札公告において日本工業規格を指定した場合にあっては，当該規格の物品を 

納入できることを証明した書類                                           １部 

(4) 入札物品を納入できることを証明する書類（代理店証明書等）             １部 

(5) 物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されているこ 

とを証明する書類                                                       １部 

 

２ 納入できることを証明する書類 

(1) 入札物品の技術仕様書                                                 ４部 

別紙仕様書に示す調達物品の仕様の項目に応じて，入札物品の性能等を数値 

又は具体的な表現で記載すること。 

(2) 入札物品一覧                                                         ４部 

(3) 入札物品のカタログ                                                   ４部 

(4) 入札物品の定価証明書                                                 １部 

(5) 参考見積書                                                           １部 

 

<提案する入札物品が外国製品の場合は, (6)～(11)の書類も提出すること。 

また，上記(4)の定価証明書に定価設定日を記載すること。> 

 

(6)  外国の製造・販売会社が証明した日本国内の代理店証明書                １部 

(7)  インボイス又は不提出理由書                                          １部 

(8)  財務諸表(直近)                                                      １部 

(9)  輸入関税率証明書                                                    １部 

(10) 決済通貨証明書                                                      １部 

(11) 国内在庫販売証明書                                                  １部 

発注の都度輸入するのではなく, 販売計画により輸入し, 在庫をもって 

国内販売価格を定め, 販売活動を行っている場合は, その旨を記載した文 

書(日本国内の輸入代理店が作成)を提出すること。 

 

<参考>  応札業者が作成・証明する書類～(1),(2),(3),(5) 

入札物品の日本国内の輸入代理店が作成・証明する書類 

～(4),(6),(7),(8),(9),(10),(11) 
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[別紙様式１] 【社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 

 

 

委  任  状 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

 

委任者（競争加入者） （住所） 

 

（氏名）             ㊞ 

 

 

 

私は，         を代理人と定め，下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和元年１０月１８日帯広畜産大学において行われるセルソーター一式の一般競争入札に

関する件 

 

 

 

受任者（代理人）使用印鑑 
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［別紙様式１］ 【支店長等が競争加入者の代理人となる場合】 

 

 

委  任  状 

 

令和  年  月  日 

 

国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

委任者（競争加入者） （住所） 

 

（氏名）             ㊞ 

 

 

私は，下記の者を代理人と定め，令和元年１０月１８日帯広畜産大学において行われるセ

ルソーター一式の一般競争入札に関して，下記の一切の権限を委任します。 

 

記 

 

  受任者（代理人）   （住所） 

 

             （氏名） 

 

  委 任 事 項    １ 入札及び見積りに関する件 

             ２  契約締結に関する件 

             ３  入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

                          ４ 契約物品の納入及び取下げに関する件 

                          ５ 契約代金の請求及び受領に関する件 

                          ６ 復代理人の選任に関する件 

 

  受任者（代理人）使用印鑑 
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［別紙様式１］ 【支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 

 

 

委 任 状 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

 

委任者（競争加入者の代理人）（住所） 

 

（氏名）             



 

私は，        を                   （競争加入者）の復

代理人と定め，下記の一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

令和元年１０月１８日帯広畜産大学において行われるセルソーター一式の一般競争入札に関

する件 

 

 

 

 受任者（競争加入者の復代理人）使用印鑑 
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［別紙様式２］【競争加入者本人が入札する場合】 

 

 

 

入 札 書 

 

 

 

供給物品名   セルソーター一式 

 

 

 

入 札 金 額    金            円也 

 

 

 

 国立大学法人帯広畜産大学物品供給契約基準を熟知し，仕様書に従って上記の物品を供給す

るものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

 

 

競争加入者  （住所） 

 

（氏名）                ㊞ 
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［別紙様式２］【代理人が入札する場合】 

 

 

 

入 札 書 

 

 

 

供給物品名   セルソーター一式 

 

 

 

 

入 札 金 額    金            円也 

 

 

 

 国立大学法人帯広畜産大学物品供給契約基準を熟知し，仕様書に従って上記の物品を供給す

るものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

 

  国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

 

競争加入者  （住所） 

 

（氏名） 

 

 

代 理 人  （氏名）               ㊞ 
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［別紙様式２］【復代理人が入札する場合】 

 

 

 

入 札 書 

 

 

 

供給物品名   セルソーター一式 

 

 

 

 

入 札 金 額    金            円也 

 

 

 

 国立大学法人帯広畜産大学物品供給契約基準を熟知し，仕様書に従って上記の物品を供給す

るものとして，入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

  国立大学法人帯広畜産大学  殿 

 

競争加入者  （住所） 

 

（氏名） 

 

 

復 代 理 人  （氏名）                ㊞ 

 



物 品 供 給 契 約 書（案） 

 

供給すべき物品の表示 

セルソーター一式 

 

発注者 国立大学法人帯広畜産大学（以下「甲」という。）と供給者  （以下「乙」という。）

との間において，上記の物品（以下「物品」という。）について，下記の金額で供給契約を結ぶもの

とする。 

 

第１条 売買代金額は，金     円(うち消費税額及び地方消費税額     円)とする。 

２ 前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第

７２条の８３の規定に基づき，売買代金に１０８分の８を乗じて得た額である。 

第２条 この契約において，乙が履行すべき給付内容は，仕様書及び乙が入札に際し提出した入札機

器の技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。 

第３条 物品は帯広畜産大学総合研究棟Ⅰ号館に納入するものとする。 

第４条 物品の納入期限は，令和２年１月２７日とする。 

第５条 納品書は帯広畜産大学経理課に送付すべきものとする。 

第６条 代金は，物品の納入検査後１回に支払うものとする。 

第７条 代金の請求書は，帯広畜産大学経理課に送付すべきものとする。 

第８条 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当  

額は変動後の税率により計算する。 

第９条 契約保証金は免除する。 

第 10条 代金の支払時期は，適正な請求書を受理した日から４０日以内とする。 

第 11条 この契約についての必要な細目は，国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第２条に定

める物品供給契約基準によるものとする。 

第 12条 この契約について，甲・乙間に紛争が生じた場合，双方協議の上，これを解決するものとす

る。 

第 13条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲・乙間において協

議して定めるものとする。 

第 14条 本契約に関する紛争については，釧路地方裁判所帯広支部を第一審の専属的合意管轄裁判所

とする。 

 

上記契約の成立を証するため，甲・乙は次に記名し，印を押すものとする。 

この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

甲  北海道帯広市稲田町西２線１１番地 

国立大学法人帯広畜産大学 

契約担当役 事務局長  山 岸   仁 

 

乙   
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